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会社基本理念
（筑波理念） 　【常に顧客の立場に立ち・行動し、顧客の役に立つ事を考えております】

又、社会に貢献出来る会社作りとして＜企業理念＞を作成致しました。

企業理念 ・技術に裏付けられた設計合理化を目指す会社とする。
・社員の「家族の繁栄・喜び」・「社会へ貢献」の出来る一翼を担う会社とする。

会社品質方針
　お客様のニーズとご満足にお応えし、また関連法規の厳守及び社会的要求事項を配慮した
製品設計、サービスを行うため、以下の方針を定めます。

１．品質の向上・改善を誠意と技術とスピードで実践する。
２．顧客の満足と社会の信頼に応じる製品を提供する。
３．提供する製品・サービスの品質、信頼性の継続的改善に努める。
　この品質方針は、社内コミュ二ケーションのあらゆる手段を通じて全社員に周知徹底する。

新事業推進事業部（以下新事推とする）
品質方針 １．検査元設計図と製品・その製品の据付け照合に対し、高品質と向上心を持って取り組む

　　ことを新事推に徹底する。
２．新事推で取り扱う製品の特性熟知し、製品に品質を確保する。
３．製品据付後の検査・試運転を確実に行い、不良の発生を防止する。
４．品質管理においては、主たる業務である現地据付検査を確実に行い、検査不具合の発生を
　　防止する事に努める。

【品質保証組織図】

社長 コンプライアンス/情報セキュリティ委員会

経営企画戦略事業部

原子力プラント建設エンジニアリング事業部

プラントシステムエンジニアリングサービス事業部

ソフトエンジニアリング事業部

グラフィック＆エンジニアリング事業部

新事業推進事業部 営業Ｇｒ ：受注・契約

管理Ｇｒ ：設計・制作

品質管理Ｇｒ ：設計検証
：サービス＆サポート
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新事推
教育・訓練

１．教育・訓練は、単に社員の職務遂行能力の向上にとどまららず、各自が向上意欲に燃え、自ら
学ぼうとする姿勢の強化に努めます。
２．教育・訓練は、長期的視野に立ち経営者・社会・顧客・社会のニーズを踏まえて立案してまいり
ます。
３．製品の信頼性、安全性を高めるため「教育・訓練」を外部機関（顧客品質教育・東商教
育）を活用し、社内品質管理Ｇｒとともに外部委託会社と計画的かつ継続的に行います。
４．三現主義の考えを取り込んだ教育に重点を置き、実施してまいります。

三現主義：現場・現物・現実の品質
５．専門分野での技術向上を目指すために「資格取得」「品質信頼の向上」のための知識習得
を行っております。

新事推
文書管理 １．製品据付・検査・試運転を行う分野においては、全ての関係文書を本社にて一括管理する。

２．品質管理の分野においては、顧客の管理システムに則った管理を行う。

新事推 【品質保証フロー】

受注・契約
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営業Ｇｒ 顧客・市場ニーズ 

顧客要求事項確認 

顧客契約内容確認 

製品据付検査 現場製品検査 

           現地検査記録                      

現地記録の管理 

           元設計図と照合                      

不具合 

品質管理 

Ｇｒ 



会社 【品質保証フロー】

受注・契約 営業Ｇｒ 顧客・市場ニーズ 基本ルート
情報ルート

顧客要求事項確認

顧客契約内容確認

管理Ｇｒ （新規開発）提案書、設計計画書
（企画書）

デザインレビュー　１（構想設計）

品質管理 デザインレビュー　２（設計検証）
Ｇｒ

試作（プロトタイプ）

営業Ｇｒ 顧客レビュー
管理Ｇｒ

製作 ：一部外部委託有

品質管理 製品検査
Ｇｒ

管理Ｇｒ 出荷

クレーム処理
原因調査/予防処理
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元設計図と 

製品照合 



新事推
受注・契約 　市場のニーズあるいは、顧客の要求を十分調査した上で、その期待に応えることの出来るよう

しっかり内容の確認を行います。

設計 　顧客の要求事項に合わせて、機能・品質を満足する設計計画及び提案を行います。
また、過去のデータ等を活用し起こりえる故障とその原因、影響度を分析し、リスク対策を行います。
　構想設計の進んだ段階で、品質の確認を行い試作品を製作しデザインレビューにおいて検証を
行います。

製作 　品質管理Ｇｒは、完成した製品に対して検証を行います。
　外部委託加工を行う場合は、委託会社より品質保証計画書の提出を求め品質管理をお互い
に向上することを協議することとする。

クレーム 　フィールドで発生したクレームは全て管理Ｇｒへ集約され、管理Ｇｒの設計と品質管理Ｇｒが主体と
なって原因調査、再発防止の実施を行い、その情報は全社的な問題として共有化を進めます。
また、製品の改善に努めてまいります。

現地検査 　顧客管理システムに則った管理を行う。
検査に使用する測定器は、顧客よりの貸与を原則とするが、顧客よりの要求が有った場合は別途
調整する。

現地検査 　顧客（管理）検査システムには、顧客の許可を得て指定用紙に記載し、記録内容は顧客の承認
記録 を得る事。

尚、現地検査実施において、検査不具合が発生した場合には速やかに顧客に申し出る事。
又、その不具合の対策は、協議の上顧客の指示に従う事。

現地検査 顧客指示に従い実施する事。
品質記録
の管理
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